
第４次国見町行財政改革実施計画【前期】

平成２０年度　実行計画書

平成２０年５月

福島県国見町



行動計画 目標効果(額)

１-(1)- 1 行政評価システム
の導入

総務課
庶務行革係

20 ◎

企画段階は平成１８年度に対応で
あったが、担当職員の育成以外の取
り組みしかできていない。

導入に対して現在の町振興計画に位
置付けている政策体系、予算との整
合性を図る必要がある。

さまざまな手法があるの
で、町の実情にあった手法
による導入を目指して検討
していく。また政策評価に
ついて、振興計画の見直し
に併せた導入の方法を検討
する。

・先進地の事例を調査し、導入
に向けて検討する。（６月から
１２月）

投資に見合う効果
を得る。

１-(1)- 2 事務事業の民間委
託

総務課
庶務行革係

18 ○

民間委託可能な事務事業の洗い出し
や現状の調査ができていない。
（判断基準となる調査要領の案まで
は作成済。）

調査要領(案)が作成されただけで、
調査する内容が決まっていない。
また、現行の委託事業の見直しと新
たな委託事業の洗い出しが必要と
なっている。

調査要領(案)を作成すると
ともに、可能なものから民
間委託に取り組んでいく。

・調査要領の策定（７月）
・現状の問題点を分析（９月）
・問題点の検討（１１月）

事務の効率化と省
力化を図る。

１-(1)- 3 業務委託の見直し 総務課
庶務行革係

18

委託業務の精査は行われていない。 再点検を実施する際の基準となる要
領の案を作成したが、実施までには
至っていない。

調査要領を作成し、見直し
できる業務がないか調査を
行い、予算に反映する。

・調査要領(案)作成（６月）
・再点検調査（８月）
・問題点の検討（１１月）

業務の効率化、経
費の節減。

１-(1)- 4 指定管理者制度の
検討

総務課
財政係

国見町デイサービスセンター設置条
例に基づき、「国見町社会福祉協議
会」を指定管理者として、デイサー
ビスセンターの管理運営を委託して
いるのみである。

・一般的には、スポーツ関連施設
（プール、体育館、球場、テニス
コート等）、文化施設関連施設（図
書館、博物館、美術館、ホール
等）、公立病院、福祉関連施設（高
齢者施設、保育所、福祉作業所等）
ほか多数が考えられ、管理運営経費
の削減等を目的にこの制度の導入が
なされている。
・条例に基づき、議会の議決をもっ
て指定管理者を選定することとなる
が、指定管理者が利益を追求する民
間事業者ということもあり、手抜き
の管理運営とならないよう一定の監
視・監査制度も必要となる。
・実際の管理・運営には、条例や規
則等の制約により、本来の目的であ
る民間の実力が十分に発揮できない
ことも少なくなく、受託可能者がか
なり絞られてくる。

・指定管理者制度適用施設
の運営状況を把握しなが
ら、新たに適用できる施設
及び受託可能団体の調査を
継続する。

・指定管理者制度適用施設の運
営状況調査（４月から６月）
・新たな指定管理者制度適用施
設の検討（７月から２月）
・受託可能団体の調査（１０月
から２月）
・指定管理者制度適用に対する
一定の方向付け（３月）

調査・検討の結
果、新たな制度適
用施設があれば算
出。

１-(1)- 5 環境に配慮した業
務の推進

住民生活課
住民防災係

18

グリ－ン製品はエコマーク再利用・
リサイクル推奨製品であり、環境に
配慮するため引き続き購入・利用の
推進を図っている。

特になし。 国見町地球温暖化対策実行
計画に基き、環境に配慮し
たグリーン製品購入の推進
に努め、環境に配慮した業
務の推進を図る。

・再生紙製品等の率先購入（通
年）

－

１-(1)- 6 庁内LANの有効活
用の推進

企画情報課
企画情報係

18

庁内LANの機能を活用し、事務の効率
化と情報の共有化を図るとともに、
会議室や公用車の予約システムの導
入など、継続して利用されている。

構築から５年を経ており、機器の老
朽化やセキュリティの性能低下が否
めず、限られた財源の中での対策が
課題である。

機器の修理や更新等を適切
に実施する。

－

重点項目：１ 効果的かつ効率的な行政運営の確立
　推進項目：(1) 事務事業の見直し

№ 実施項目 所管課（係）
PLAN(計画)前年度

評価
現状 問題点 取組方針

Ｈ２０
対応

実施
年度



行動計画 目標効果(額)
№ 実施項目 所管課（係）

PLAN(計画)前年度
評価

現状 問題点 取組方針
Ｈ２０
対応

実施
年度

１-(1)- 7 文書管理システム
の活用

総務課
庶務行革係

18

文書管理システムの機能を十分利用
しているとはいえない状況である。

文書管理システムの利用の周知が十
分とはいえない。

文書管理システムの利活用
について、段階的に周知を
図っていく。

・文書管理システムの説明会実
施（７月）

－

１-(1)- 8 電算システムの適
正化

企画情報課
企画情報係

19 ◎

地域イントラネット事業は平成１４
年１１月に供用されてから５年が経
過し、６年目を迎えようとしてい
る。これにより業務もネットワーク
化されたことにより、グループウェ
ア、財務会計、文書管理、庶務事務
等が稼動しており、また、インター
ネットへの接続、メール等が利用さ
れている。現在、ネットワーク関連
のダウンは業務が停止することを意
味し、安定稼動が必須条件となって
いる。機材の中でも、外国製品を中
心にサポートが切れたものもある。

構築から５年を経て機器の老朽化や
セキュリティの性能低下など、限ら
れた財源での構築が課題である。

機器の老朽化やセキュリ
ティの性能低下に伴い、現
在3Fサーバ室で使用中の外
部向けサーバ（WWW・DNS・
mailｻｰﾊﾞ）について新たな
機器の購入および外部への
委託（ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ）について
今後検討していきたい。

・検討（５月から８月）
・ﾎｽﾃｨﾝｸﾞｻｰﾊﾞｰ稼動（９月）

１-(1)- 9 統合型地図情報
(GIS)システムの
検討

企画情報課
国土調査係

21

先進自治体で導入されている統合型
地図情報(GIS)ｼｽﾃﾑと比較にはならな
いが、国土調査の成果を電子情報化
した管理ｼｽﾃﾑ(KJK)において、庁内各
部署及び庁外者（業者、町民等）が
各種公共事業及び登記事務、税関連
業務などで多目的に利用している。

導入事例の資料等を見れば、導入効
果があるのは確かなことではある
が、膨大なコストが掛かることが当
然予想されるため、費用対効果及び
緊急性、必要性について検証してい
かなければならない。

これまで先進自治体の事例
を調査してきて、導入効果
があることは確かである
が、当町で管理しているｼｽﾃ
ﾑについては言えば、現在の
利用状況から見ても利用者
のニーズに対応すべく充分
な機能が備わっており、膨
大な費用を掛けてまで、そ
の利便性を追求する必要が
あるかは疑問である。特に
緊急性を要しないのであれ
ば、喫緊の導入は見合わせ
るのことも１つの結論とし
てあげられる。先に述べた
ように現行ｼｽﾃﾑで充分に対
応可能であり、近隣市町と
の連絡調整も併せて調査・
検討していきたい。

・近隣市町の導入状況を調査
（４月から５月）
・先進自治体の調査（６月から
９月）

１-(1)-10 例規の電子化の推
進

総務課
庶務行革係

18

・例規の電子化は実施されている
が、未整備のため登載されていない
規則等がある。
・例規集の簿冊の廃止に向け検討を
行っている。

例規集の簿冊をどこまで削減できる
か検討する必要がある。

・未登載の規則等を調査
し、関係課等へ整備の促進
を図る。
・例規集の簿冊の廃止に向
け引き続き調査検討を行
う。

・未登載の規則等の調査と簿冊
の廃止に向けた調査検討（５月
から１２月）

－

１-(1)-11 事務処理マニュア
ルの作成

総務課
庶務行革係

19

事務処理マニュアルの範囲が広く、
操作説明から理念を示すものまであ
り、内容により作成基準が異なるた
め、マニュアルの作成には至ってい
ない。

統一した事務処理手順がない。
事務改善などの事務処理の創意工夫
が組織全体に活かされていない。

当町の参考となる事務処理
手順の情報を収拾し、情報
提供をすすめるほか、必要
に応じてマニュアル化をす
すめる。

・各課で作成した手引き、マ
ニュアル等をの情報収集を行う
（９月から１０月）

住民サービス向上
と均衡化を図る。



行動計画 目標効果(額)
№ 実施項目 所管課（係）

PLAN(計画)前年度
評価

現状 問題点 取組方針
Ｈ２０
対応

実施
年度

１-(1)-12 事務事業の整理合
理化

総務課
庶務行革係

18 ○

事務事業の整理合理化を検討する上
で調査要領を作成したが、実施には
至っていない。

調査要領(案)が作成されただけで、
調査する内容が決まっていない。
また、整理合理化できる事務の洗い
出しが必要となっている。

調査要領(案)を作成すると
ともに、可能なものから整
理合理化に取り組んでい
く。

・調査要領の策定（７月）
・現状の問題点を分析（９月）
・予算への反映（１１月）

限られた職員と財
源の中、町の目指
す事業計画に集中
でき、町民サービ
スの向上につなが
る。

１-(1)-13 広報紙の検討 企画情報課
企画情報係

19 ○

毎月20日発行。発行部数3,400部。14
～26頁程度。PDF(広報専用ソフト）
で作成。印刷製本を業者委託（頁単
価契約）H19頁単価7,800円。

作業時間の短縮、経費の削減。 読む立場になり、親しみや
すく、分かりやすい広報誌
づくりに努める。取材を頼
める部分については、担当
課に依頼し作業時間の縮減
を図ると共に、内製化によ
り委託費の節減を図る。

・作業時間の短縮、経費の削減
（通年）

－

１-(1)-14 敬老会事業の見直
し

保健福祉課
長寿介護係

18

高齢者向け施策についてはサービス
低下になることは実施せずとの方針
が示された。

見直しの凍結。 －

１-(1)-15 敬老祝金支給事業
の見直し

保健福祉課
長寿介護係

19

高齢者向け施策についてはサービス
低下になることは実施せずとの方針
が示された。

見直しの凍結。 －

１-(1)-16 小学校の統廃合の
検討

学校教育課
学校教育係

18 ◎

児童数の減少により、大木戸小学校
では、平成１６年度より複式学級と
なっており、小坂小学校では、平成
２０年度より複式学級となり、平成
２４年度には、全学年において複式
学級となる。また、大枝小学校も平
成２３年度より複式学級となる見込
み。

地域によって温度差はあるが、昨年
実施した保護者懇談会、地区懇談会
において、統廃合を進める必要があ
るといった積極的な意見はあまり聞
かれなかった。保護者、地域に対す
る啓発が必要である。

小学校の統廃合を視野に置
いた推進計画の概要を説明
するとともに、一定の理解
を得る必要がある。

・推進計画の決定（４月）
・地区教育懇談会の開催（６
月）
・懇談会での意見、要望の整理
（８月）
・検討委員会の設立準備（９
月）
・検討委員会の開催（１０月）

－

保健福祉課
社会福祉係

核家族化、子育て世代の所得の減、
夫婦共稼ぎ世帯の増加。よって、保
育施設の需要増加。藤田保育所－定
員８０名（最大可能９４名）／９３
名・未満児の利用増加傾向・待機者
児童１７名。　季節保育所－国の助
成対象外施設。地元民生委員等が運
営。社協に委託し人件費町負担。町
の管理責任不明確。幼稚園ー複数年
保育を実施したが特に４歳児の利用
少。季節保育所と入所条件等重複競
合。学童保育－藤田小学校(藤田子供
クラブ）定員６０名/６８名、大枝小
（五十沢小の施設利用）。幼稚園で
は預り保育実施。小坂、森江野、大
木戸各小学校での対応必要。４年か
ら６年生についても今後対応必要。

現状では待機児童解消、学童保育の
施設増設は困難。

待機児童の解消、学童保育
の改善のため、藤田保育
所・季節保育所・幼稚園こ
れら３施設を活用を図るた
め今後のあり方について検
討。

・調査検討（４月）
・検討会（次世代育成支援対策
協議会）（５・８・１０月）
・検討会を踏まえた調査検討
（６・７・９月）
・２１年度の方針決定（１１
月）

－１-(1)-17 子育て支援事業の
見直し

20



行動計画 目標効果(額)
№ 実施項目 所管課（係）

PLAN(計画)前年度
評価

現状 問題点 取組方針
Ｈ２０
対応

実施
年度

学校教育課
学校教育係

○

平成１８年度より、幼稚園における
複数年保育を実施したが、藤田幼稚
園では、園児が多すぎる状況にあ
り、また、森江野幼稚園では、４歳
児のクラスが編成できない状況であ
る。

幼稚園において３年保育を実施する
には、季節保育所のあり方、あるい
は、小学校の統廃合等と総合的に検
討する必要があり、現時点での実施
は難しい。(時期尚早である。）

小学校の統廃合と併せ検討
する。

－ －

１-(2)- 1 組織の再編と体制
づくり

総務課
庶務行革係

18 ○

推進本部では、平成22年度までの
「組織機構見直し基本方針」、「組
織機構見直し方針の概要」が決定さ
れている。

フラット型の組織へ転換するための
「意思決定迅速化のための手法」に
ついては実現できなかった。

国見町組織機構見直し基本
方針により、継続的な見直
しをすすめていく。

・先進事例の調査（５月から９
月）
・事務処理基準等の検討・決裁
区分等の比較検討（１０月）
・基準化の可否を検討（１１
月）

限られた職員体制
の中で、効率的に
住民サービスが図
られる組織体制を
目指す。

１-(2)- 2 危機管理体制の確
立

住民生活課
住民防災係 18 ○

行財政改革の組織替があり早急な組
織体制の確立を要している。

防災訓練時の職員の対応（管理職の
みで全職員の対応が必要）

早急に危機管理体制を確立
する。

・組織体制確立の準備（４月）
・組織体制確立（５月）

－

１-(2)- 3 職員応援体制の整
備

総務課
庶務行革係

19

平成20年度から係長以外は「課」の
所属となった。

組織人事の弾力化や柔軟な人事配置
を行うための整備が必要となってい
る。

他の自治体の先進事例を調
査し、整理する。

・先進事例の調査整理（７月か
ら１月）

職員負担の向上、
住民サービスの向
上。

１-(2)- 4 プロジェクトチー
ムの対応

総務課
庶務行革係

18

道の駅の検討など、個別に各課横断
的にプロジェクトチームが存在して
いる。

チーム編成のための方法、基準等を
定めた要綱等が作成されていない。
また、多種多様な状況も想定される
ため、基準づくりの焦点が定めにく
い。

プロジェクトチームの編
成、運営等に当たって、ど
のような問題があるか調査
する。

・課題整理（５月から１月） 横断的な組織編成
により、多角的・
効率的な事務処理
の実施。

１-(2)- 5 各種団体の見直し 総務課
庶務行革係

19

さまざまな事情で町が事務局を担っ
ている団体があり、団体ごとに関与
の度合もまちまちとなっている。

町が事務局を担っている各種団体の
リストがない。

町が事務局を担っている各
種団体のリストアップ作業
を行い、比較検討する。

・リストアップ作業を行う（５
月）
・関与の度合いを比較検討する
（８月）

組織運営の自立
化、活性化を図る
ことができる。

１-(3)- 1 定員管理の適正化 総務課
庶務行革係

18 ◎

定員適正化計画の見直しの素案を作
成中。

事務事業の見直しと併せ検討してい
く必要がある。

定員適正化計画の見直し案
を基に計画を策定する。

・定員適正化計画の素案作成
（６月）
・素案の庁内での検討作業（７
月）
・定員適正化計画の策定（１０
月）

－

１-(3)- 2 職員給与の適正化 総務課
庶務行革係

18 ◎

平成１９年度において、地方公務員
の給与水準を表すラスパイレス指数
が県内一であった。

他自治体の給与体系を調査
しながら、給与体系の見直
しを図っていく。

・他自治体の給与体系の調査
（５月）

－

１-(3)- 3 特殊勤務手当の見
直し

総務課
庶務行革係

18 ◎

一部を除き特殊勤務手当の廃止の見
直しについて職員組合と協議を行っ
てきたが、協議が整わず平成２０年
３月議会に、当分の間全ての特殊勤
務手当の支給を凍結する議案を提出
し、可決となった。

職員組合と協議は行ってはいるもの
の合意は得られていない。

見直しのための協議を職員
組合と行っていく。

・見直しのための協議を職員組
合と実施（６月から２月）

－

　推進項目：(3) 人事管理の見直し

　推進項目：(2) 組織機構の見直し



行動計画 目標効果(額)
№ 実施項目 所管課（係）

PLAN(計画)前年度
評価

現状 問題点 取組方針
Ｈ２０
対応

実施
年度

１-(3)- 4 時間外勤務手当の
縮減

総務課
庶務行革係

18 ◎

・時間外勤務の実施方法を徹底し、
時間外勤務手当の縮減を図ってい
る。
・毎週水曜日を一斉退庁日と定め実
施している。
・新規導入の事業があった職場で
は、時間外勤務が増加することに
なった。

・時間外勤務の実施方法を
徹底していく。
・毎週水曜日の一斉退庁日
の徹底。
・平成２０年度から職員の
配置を課単位とし、柔軟に
課内の応援体制ができるよ
うにした。

・時間外勤務の実施方法と一斉
退庁日の徹底（通年）

－

１-(3)- 5 給与等状況の公表 総務課
庶務行革係

18

毎年、給与等の状況を広報紙や町
ホームページで公開している。

公表を継続していくととも
に、より内容がわかりやす
いものとなるようにしてい
く。

・広報紙及び町ホームページへ
の掲載（３月）

－

１-(3)- 6 職員の能力及び資
質の向上

総務課
庶務行革係

18 ○

自治研修センターの研修を中心に、
計画的に職員の研修を実施してい
る。

・自治研修センターの研修
を計画的に実施していく。
・講師を招いての全体的な
研修を実施する。
・職員研修制度を確立し充
実していく。

・自治研修センターでの研修の
実施（通年）
・講師を招いての職員研修会の
開催（１０月）

－

１-(3)- 7 職員学習会等の開
催

総務課
庶務行革係

19

実施目的、時期、対象、内容、参加
意欲などの分析を行っていないため
学習会等の開催には至っていない。

学習会の目的、あり方等の検討を
行っていない。

学習会のあり方を検討し、
実施する。

・学習会のあり方を検討する
（４月から９月）

－

１-(3)- 8 職員提案制度の導
入

総務課
庶務行革係

19

職員提案制度のあり方について検討
を行っていない。

職員が事務改善について提案する手
段がない。

職員提案制度を検討し、実
施する。

・職員提案制度の調査（５月か
ら９月）

職員の能力発揮、
積極的な事務改
善。

１-(3)- 9 職員の町内会担当
制

総務課
庶務行革係

20

職員の町内会担当制度は行われてい
ない。

どのような取組ができるか検討して
いない。制度として持続可能性があ
るかの検討がなされていない。

先進事例を調査し、町内会
の意向を把握し、制度とし
て実施すべきかどうかを検
討する。

・先進事例調査、意向調査（５
月から６月）
・制度設計の検討（９月）

行政と自治活動の
一体化が醸成され
る。

１-(3)-10 人事評価制度の検
討

総務課
庶務行革係 21 ○

人事評価制度の検討に着手できてい
ない。

他自治体の導入事例を調
査・研究していく。

・他自治体の導入事例の調査・
研究（７月から１２月）

－

１-(4)- 1 庁舎における町民
サービス環境の整
備

総務課
財政係

19

平成１９年度予算により、庁舎１階
の町民サービス窓口へのローカウン
ターの設置を行い、２０年度からの
窓口業務のサービス向上・効率化を
図るための課の配置替えに対応し
た。

真に窓口業務のサービスの向上が図
られたのかどうか、２０年度中に検
証を行う必要がある。

逐次、来庁する町民の動線
に配慮し、課等の再配置の
必要性を検証していく。更
に、財政面で可能であれば
ユニバーサルデザインに配
慮した改修も検討してい
く。

ローカウンター設置及び課の配
置替えの検証（４月から２月）
ユニバーサルデザインに配慮す
べき箇所の検討（９月から２
月）
配置替えの検証結果に基づく次
年度方針検討。ユニバーサルデ
ザイン配慮箇所特定。（３月）

窓口業務サービス
の向上が確認され
れば効果あり。

１-(4)- 2 各種手続きの簡素
化

住民生活課
戸籍係

20

改正戸籍法の施行が５月１日からで
あり、今まで以上に本人確認が厳格
化するため、確認事務が増えてく
る。

引き続き簡素化を検討して
いく。

簡素化の検討（通年） －

　推進項目：(4) 町民サービスの向上



行動計画 目標効果(額)
№ 実施項目 所管課（係）

PLAN(計画)前年度
評価

現状 問題点 取組方針
Ｈ２０
対応

実施
年度

１-(4)- 3 総合窓口の設置 住民生活課
戸籍係 20

４月１日から実施。 更なる改善点の検討を進め
る。

改善点の検討（通年） －

１-(4)- 4 自動交付機の普及
促進

住民生活課
戸籍係

18

町民カードは一定の普及をしてい
る。（３,１９７枚）

引き続き町民カードの作製
をＰＲしていく。（項目の
整理をすべきと考える）

町民カード作製のＰＲ（通年）－

１-(4)- 5 窓口利用機会の拡
大の検討

住民生活課
戸籍係

19

町民カードは一定の普及をしてい
る。

引き続き町民カード交付の
推進と、自動交付機利用推
進を図っていく。

町民カード交付の推進と、自動
交付機の利用拡大（通年）

－

１-(4)- 6 町民満足度の向上 総務課
庶務行革係

20 ○

町ホームページに町内外からの意見
を受ける意見箱を導入している。

窓口にアンケートなどはない。 公共マーケティングの技法
を検討し、戦略立案へ活か
す検討を実施する。

・公共マーケティング研修を受
講(予定)（８月）
・制度・システム調査（９月）
・公共マーケティング実施要綱
の制定（１０月）

よりよい町民サー
ビスの提供と効率
的な行政投資。

１-(4)- 7 電子申請・届出の
推進

企画情報課
企画情報係

19

県及び市町村共同で進めている「ふ
くしま共同電子申請システム」の利
用促進について、使いやすいシステ
ム見直しについて、各市町村ととも
に提言を行った。

申請書だけ電子媒体で受付ができた
としても、それに付随する添付書類
や手数料支払方法等の問題のため利
用拡大は困難であり、改善が必要。

システム見直しや法改正(添
付書類の電子的な取扱)など
県に呼びかけを行ってい
く。

－

１-(4)- 8 公共施設予約シス
テムの導入

企画情報課
企画情報係

19

スポーツ施設や公共施設の予約は申
請書により行っている。空き状況に
ついては、電話での問い合わせに応
じている。

Webサーバー更新において検討された
が、導入と管理経費に約1,000万を要
することからコスト的に折り合わな
い。

窓口での申請以外に、電話
で空き状況を確認しﾎｰﾑﾍﾟｰ
ｼﾞ上から申請ができるシス
テムを検討する。

・検討（５月から７月）
・試行（８月）
・実施（９月）

窓口に申請書を提
出することなく、
電話とﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞだ
けで申請ができ
る。

２-(1)- 1 特別会計繰出金の
適正化

総務課
財政係

19

①山長育英財産管理特別会計、②給
食センター特別会計、③大木戸財産
区特別会計、④入山財産区特別会
計、⑤藤田財産区特別会計、⑥公共
下水道事業特別会計、⑦老人保健特
別会計、⑧後期高齢者医療特別会
計、⑨国民健康保険特別会計、⑩介
護保険特別会計への繰出しがある。
また、公立藤田病院組合への特別負
担金、水道事業への広域化事業分の
出資金の支出もある。

①～⑩間での繰出金については、予
算査定の段階で精査の上繰出基準以
内に収まるよう努力している。しか
し、⑥公共下水道事業特別会計では
事業の終了時期が見えてきたもの
の、繰出し基準以上の繰出しとなっ
ているのに加え、事業終了後も下水
道使用料で公債費支出を賄えない状
況である。⑦～⑩の特別会計は医療
費に係るもので、町民の高齢化に伴
い、更に繰出金の増加が予想され
る。政策的に健康増進対策による疾
病予防・介護予防対策が重要となっ
てくる。公立藤田病院組合への特別
負担金は継続される方向にあり、一
層の経営改善が求められる。水道事
業における広域化事業出資金も平成
２８年度までの計画があり、継続し
た支出が見込まれる。

当初予算額以内の繰出額、
負担額となるよう抑制。ま
た、２１年度予算編成で
は、２０年度当初予算額以
内に抑制努力。

・各特別会計等の財政運営に努
力し、繰出金・負担金等の歳出
抑制（通年）
・当初予算編成における繰出
金・負担金等の計上額の抑制
（１月）

当初予算額以内の
繰出額・負担額に
抑制。

重点項目：２ 健全な財政運営の確立
　推進項目：(1) 経費の節減と合理化



行動計画 目標効果(額)
№ 実施項目 所管課（係）

PLAN(計画)前年度
評価

現状 問題点 取組方針
Ｈ２０
対応

実施
年度

２-(1)- 2 地方公営企業の経
営健全化

上下水道課
水道係

18 ○

第６次拡張計画により簡易水道の統
合をはじめとした施設整備に取り組
んでいるところであり、平成１９年
４月１日から公営貝田簡易水道、そ
して民営７組合の内、５組合につい
て統合完了したところであるが、現
在２組合については未統合となって
いる。福島地方水道用水供給企業団
が平成１９年４月１日より本格供給
しており、現在、全体の約８０％を
受水している。残り２０％を自己水
源で賄っている。また、昨年９月か
らの料金改定によりＨ２０度の経営
については黒字が見込まれる。

１，残る２組合の統合について理解
が得られていない
２，有収率が改善していない
３，統合した旧簡易水道も含めた施
設の老朽化
４，少子高齢化や人口減少による給
水収益の減少

１，専門業者による漏水調
査の実施及び修繕
２，既存水源の活用
３，道路改修等に併せた共
同施工による老朽管布設替
４，簡易水道統合の推進
５，滞納整理の推進
６，維持管理経費の一層の
削減
７，事業評価の実施

・項目２，４，５，６は通年
・漏水調査（４月から８月）
・事業評価事務作業（４月から
１０月）
・老朽管布設替（４月から９
月）
・事業評価委員会（１０月）

－

２-(1)- 3 補助金等の見直し 総務課
財政係

19

２０年度当初予算編成の段階におい
て、廃止７件、新規１件の整理をは
かり、総件数で９９件となってい
る。また、額では１９年度当初予算
計上額56,545千円⇒２０年度当初予
算計上額52,686千円（前年度比△
3,859千円）となっている。

団体補助なのか事業補助なのか、町
施策推進に必要な団体なのか任意の
団体なのか等、団体の予算執行状
況・活動内容を十分に精査の上、町
の交付基準について検討を行う必要
がある。

２１年度予算編成におい
て、２０年度当初予算額以
下に抑制する。

・補助金の交付基準の検討（４
月から１２月）
・当初予算編成における各団体
の補助額の精査・査定（１月）

２１年度予算を、
２０年度当初予算
額以下に抑制。

２-(1)- 4 事務経費の更なる
節減

総務課
財政係

経常物件費のうち、①コピー代、②
光熱水費、③電話代、④郵便料、⑤
消耗品費、⑥印刷製本費、⑦燃料
費、⑧食糧費等について、20年度当
初予算では19年度当初に比較し総額
で976千円の減額となった。

財政状況が年々厳しくなる中で、燃
料費の高騰など市場の動向に左右さ
れるもの、総合行政システム導入に
伴って新たに発生する経費もあり、
年度途中での補正なしの方針を掲げ
ると、一律に削減とはいかない。

経常的な事務経費の抑制に
も限界があるが、２１年度
予算編成に当たっては２０
年度当初予算額以下の事務
経費とし、２０年度の予算
執行についてもコスト意識
をもって縮減に努めるよう
職員に啓発する。

・コスト意識をもった予算執行
啓発（通年）
・２１年度予算編成における計
上額の縮減（１月）

補正は行わず、当
初予算額以内の支
出額に抑制。

議会事務局
○
議員控室に議員が利用できるパソコ
ンを設置し、利用促進している。

現実的に使いこなすのは厳しいもの
がある。

さらに促進する。 －

２-(1)- 5 文書発送の電子化 総務課
庶務行革係

18

公共団体への文書発送の電子化は定
着しているものの、民間団体及び個
人への文書発送については機器等の
環境整備の面からなかなか進んでい
ない。

文書発送の電子化は機器に依存する
ことになり、環境整備に左右され
る。

公共団体への文書発送の電
子化はさらに進めるととも
に、民間団体及び個人に対
しても積極的に電子化を推
進していく。

－

２-(2)- 1 町税等の徴収率の
向上

税務課
収納係

18 ◎

町税等収納率（３月末現在）
平成１９年度　現年 　95.8%　滞繰
27.1%
平成１８年度　現年 　95.4%　滞繰
21.3%
対前年比　(現年0.4ポイントの増）
(滞繰5.8ポイントの増）

・現年分については、税等の総額に
占める割り合いの大きい(24.5%
3/6)国保税の収納率が96.0%と一番低
く、全体の徴収率を引き下げてい
る。
・滞繰分については、ここ数年徴収
率が微増ながら向上しているが、滞
納者の固定化がみられ徴収率を引き
下げている。

・費用対効果を念頭に置い
た効率的な徴収事務及び業
務の実施
・財産調査及び調査後の適
切な差押の実施
・国見町未収金対策特別委
員会対策班による徴収強化
月間の取り組み

・財産調査、差押（４月から９
月）
・臨戸徴収（４月から５月、８
月から９月）
・納税思想の普及啓蒙（９月）

－

18

　推進項目：(2) 自主財源の確保



行動計画 目標効果(額)
№ 実施項目 所管課（係）

PLAN(計画)前年度
評価

現状 問題点 取組方針
Ｈ２０
対応

実施
年度

２-(2)- 2 受益者負担の適正
化

総務課
財政係

19

財政検討部会において洗い出しした
使用料又は手数料等３９項目につい
て、受益者負担の適正化の観点か
ら、適正な単価であるのかの検討が
なされていない。

所管課で早急な検討を行うため、本
部会議において①コスト算定、②行
政と受益者負担の割合の明確化、③
利用者区分のための増減割合の明確
化、④住民負担急騰の防止策、⑤定
期的な見直し実施、⑥減免対象範囲
の標準化・適正化等を盛り込んだ
「負担基準」の作成が必要。

負担基準を検討・作成する
とともに、所管課に見直し
指示。

・負担基準の検討・作成（４月
から９月）
・各課に使用料・手数料等の見
直し指示。各課で見直し。（１
０月から２月）

見直し結果によ
る。

２-(2)- 3 町有財産の効率的
活用

総務課
財政係

18

町有財産｛普通財産（里道・水路等
含む）｝の売払いは、本人申請に基
づき行っている。町有財産の運用方
針は定めていない。

里道・水路等に係るものは洗出し中
であり、運用可能な財産の台帳が整
備されていない。

運用方針を策定するととも
に、広報等によるＰＲを行
い、有効運用と処分可能財
産の積極的な売払いを行
う。

・運用方針策定（７月）
・広報等によるＰＲ、積極的な
売払い等（８月から３月）

－

２-(2)- 4 公の施設の管理経
費の縮減

総務課
財政係

19

各施設の老朽化に伴い、突発的な修
繕や多額となる修繕が増加してきて
おり、財政面で対応に苦慮してい
る。

各施設においては具体的な維持管理
計画を定めていないため、突発的に
起こる故障等に対応できない。早急
に、各施設ごとの維持管理計画の策
定が必要。

各施設の維持管理経費の縮
減と施設の長寿命化を図る
べく、維持管理計画策定基
準を作成する。次年度以降
に各施設個別の維持管理計
画を策定する。

・維持管理計画策定基準の検
討・作成（通年）

取り組みの効果が
発揮されるのは次
年度以降。

２-(2)- 5 企業広告の導入 企画情報課
企画情報係

20 ○

近隣町村、小規模町村での企業広告
導入の実績がなく、広報紙への広告
掲載要望もない状況である。

広報紙に広告を掲載する場合、公共
性、客観性、掲載責任者及び取扱の
問題などが考えられる。

広告掲載要望がない状況及
び諸問題があるので、今
後、近隣町村等の動きを見
て検討していきたい。ま
た、導入について、小規模
自治体である当町にはなじ
まないと考えられ、検討課
題からの削除も考えられ
る。

・広告導入調査（意見聴取）
（９月）

－

２-(3)- 1 財政計画の策定 総務課
財政係

18 ◎

平成１８年度において財政計画策定
済み。その後、１９年度に見直しを
行っている。

町の基本計画である「国見町振興計
画」を根本から見直し、国見町が今
後取り組むべきことを精査・検討し
盛り込むことが必要。その上で、振
興計画に沿った財政計画の策定をす
べきである。

財政状況は随時変動してお
り、現財政計画は、情勢や
町政策を加味したこまめな
見直しをしていく。

・現財政計画の見直し（５月か
ら７月）
・財政計画に沿った財政運営
（８月から３月）

２０年度から２４
年度までの財政状
況の把握を行うこ
とができ、今後の
財政運営の見通し
を立てることがで
きる。

２-(3)- 2 予算編成手法の見
直し

総務課
財政係

20

普通交付税や各譲与税及び交付金等
の一般財源が大きく落ち込んできて
おり、従来の事業を継続する前提で
の見積額の積み上げによる予算要求
方式では、予算編成段階での収支の
バランスが図れず、不足財源を財政
調整基金等に頼らざるを得ない。

・補助金の打ち切りになった事業、
役割の終了した事業の見直しを徹底
して行うことはもちろんのこと、町
振興計画に計上されていない事業に
ついて予算付けをしない方針で臨ま
なければならない。
・そのためにも、根本から町振興計
画を見直すべき。

・見込まれる一般財源を基
本とした、財政調整基金に
よる財源調整のない予算配
分方式の予算編成を目指
す。

・予算配分方式の予算編成手法
の調査・検討（４月から１０
月）
・２１年度一般財源見込み額の
算出（１１月から１２月）
・各課へ新年度予算見積り通知
（一般財源額内示）（１２月）
・各課での予算見積り・予算編
成作業（１月）
・予算査定事務・予算書調整印
刷（２月）
・新年度予算成立（３月）

財政調整基金によ
る財源調整を必要
としない予算の調
整。

　推進項目：(3) 財政運営の効率化



行動計画 目標効果(額)
№ 実施項目 所管課（係）

PLAN(計画)前年度
評価

現状 問題点 取組方針
Ｈ２０
対応

実施
年度

２-(3)- 3 効果的な財源配分 総務課
財政係

20

事業の重要性・緊急性を考慮し、限
られた財源の効果的・効率的配分を
行っている。

普通交付税や各譲与税、各種交付金
等の一般財源総額が大きく落ち込ん
できており、各種事業に充当する一
般財源が不足している。補助金の打
ち切りとなったものや役割の終了し
た町単独事業について、財源の効果
的配分の面からも大幅な見直しが必
要ではないか。

継続して、事業の重要性・
緊急性を総合的に検証し、
限られた財源の効果的・効
率的な配分による財政運営
に努める。

・配分財源の効果的・効率的執
行の検証（通年）
・限られた財源の効果的な配分
（１２月）
・各課での予算見積り・予算編
成作業（１月）
・予算査定事務・予算書調整印
刷（２月）
・新年度予算成立（３月）

財政調整基金によ
る財源調整を必要
としない予算の調
整。

２-(4)- 1 コスト縮減対策の
推進

建設課
建設係

20 ○

・施工時期、内容等事業計画を調整
し集中工事としたり、再生材やコン
クリート二次製品を使用することで
コストを抑えた。
・耐久材や工場生産品の利用に努
め、将来的な維持管理コストの低減
を図った。

「行政コスト削減に関する取組方
針」が閣議決定されており、公共工
事についてもコスト縮減の推進を図
るためコスト縮減行動計画の策定が
急務となっている。

実務的に設計、施工段階で
取組可能なものについては
実施しており、町に沿った
上記行動計画を策定する。

・国・県の行動計画の調査研究
（４月から５月）
・先進自治体の行動計画調査
（６月）
・町行財政改革大綱及び実施計
画との整合調整（７月）
・関係課との調整・素案の検討
（８月）
・素案の作成・意見聴取等（９
月）
・計画書（案）策定（１０月）
・周知及び計画策定（実施）
（１１月）

－

２-(4)- 2 入札及び契約の透
明性確保

総務課
財政係

19

「公共工事の入札及び契約の適正化
の促進に関する法律」（H12.11.27）
に基づき、「国見町公共工事等に係
る入札結果の公表に関する要綱」
（H19.1.4施行）を定め、入札結果等
について町のホームページに掲載を
行うなどの対策をとっている。

「国見町公共工事等に係る入札結果
の公表に関する要綱」（H19.1.4施
行）では、法律どおり予定価格が２
５０万円以上のものに限って公表を
行っているため、それより少額の入
札事例については公表されていな
い。

引き続き公表を継続すると
ともに、公表額の引下げ
（入札要件価格：工事等１
３０万円、委託等５０万
円）を検討する。

・入札結果等の公表・公表額引
下げの検討（通年）

入札及び契約の透
明性を確保しつ
つ、契約額の縮減
につなげる。

３-(1)- 1 情報の積極的な公
開

総務課
庶務行革係

◎

広報、町ホームページ等を利用し情
報を公開している。

公開のための基準と方法について、
より明確に整備を図っていく必要が
ある。

他自治体の状況を調査し、
情報公開の制度や規準等の
整備を図る。

・他自治体の状況の調査（６月
から９月）

－

議会事務局
○
ホームページでの会議録公開に向け
て準備中である。

システム上での問題がある。 本年、契約更改の際に対処
する。

・実施（９月） －

３-(1)- 2 町ホームページの
充実

企画情報課
企画情報係

◎

生活に欠かせない情報の提供など、
インターネット利用者が必要とする
新鮮な情報を常時提供するととも
に、多様なニーズに対応できる利便
性の高いサービスを提供する。

各課ごとにホームページの更新を行
うことにより即時的、かつきめ細や
かな情報提供を行い、市民参加型行
政の構築を目指す。
現在利用されていない、コミュニ
ティベースの有効活用を図る。

19年度にリニューアルを予
定していたが、今年度のホ
スティングサーバ移行時に
合わせ、全面改訂を検討し
ている。

・検討（５月から７月）
・試行（８月）
・実施（９月）

－

議会事務局
○
議会の情報をいち早くホームページ
に掲載している。

会議録が検索できない。 本年度中には実施する。 ・実施（９月） －

18

18

　推進項目：(4) 公共工事のコスト削減

重点項目：３ 開かれた行政と協働のまちづくり
　推進項目：(1) 情報の公開と共有化の推進



行動計画 目標効果(額)
№ 実施項目 所管課（係）

PLAN(計画)前年度
評価

現状 問題点 取組方針
Ｈ２０
対応

実施
年度

３-(1)- 3 情報公開コーナー
の設置

総務課
庶務行革係

19

役場庁舎の町民ホールの一角に各種
情報誌等を置き、来客者への情報提
供を行っている。

役場庁舎に設置したコーナーは非常
に狭小である。

役場庁舎の設置コーナーの
改善と庁舎以外のコーナー
を検討していく。

役・場庁舎の設置コーナーの改
善と庁舎以外の場所の検討（４
月から２月）

－

３-(1)- 4 町長交際費の公開 総務課
庶務行革係

18

平成１７年度に町長交際費の見直し
を実施し、平成１８年度から町長交
際費の支出状況を町ホームページで
公開している。

公開しているのは、町ホームページ
だけである。

・公開方法は町ホームペー
ジだけでなく広報紙にも掲
載を検討していく。
・交際費を支出している議
会議長、教育長についても
公開を実現していく。

・町長交際費の町ホームページ
への公開（通年）

－

総務課
庶務行革係

教育部局で実施している歴史教室は
好評で継続中だが、町全体を網羅す
る「まちづくり」に係る出前講座は
開催されていない。

要綱が未整備で開催されていない。 要綱を制定し、周知を図る
とともに要望に応じて積極
的に開催する。

・要綱の検討（４月から５月）
・要綱の制定（６月）
・周知（７月から８月）
・募集開始（９月）
・随時開催（１０月から３月）

協働のまちづくり
推進、職員の研
鑽、生涯学習機会
の拡充

生涯学習課
社会教育係

○

平成19年度は出前講座として、歴史
教室(5地区・250名)、家庭教育応援
講座(大枝地区・50名)を実施し地区
住民の方には好評であった。

興味のある内容と日程の調整。 歴史教室については、継続
的に実施。

・平成20年度事業実施打合せ
（４月）
・町内会長・講師・郷土史研究
会との打合せ(要望のとりまと
め)（１０月）
・町民へ回覧・『広報くにみ』
等で広報（１１月）
・出前講座の開催（１２月から
１月）

－

３-(2)- 1 協働のまちづくり
推進基本計画の策
定

住民生活課
住民防災係

20 ○

先進自治体の状況調査。 調査段階で検討に至っていない。 協働まちづくり推進基本計
画の策定に向けて調査検討
を行う。

・先進自治体の状況調査（４月
から１月）
・協働のまちづくり推進基本計
画の策定（２月）

－

３-(2)- 2 協働推進体制の確
立

住民生活課
住民防災係

18 ○

行革本部において協働のまちづくり
を推進する組織体制を検討し平成２
０年度から施行する。

特になし。 協働推進を支援していく。 ・協働推進の支援（通年） －

３-(2)- 3 パブリックコメン
ト制度の導入

企画情報課
企画情報係

19

パブリックコメントとは、行政が施
策などについて意思決定を行う前
に、広く町民のみなさんからの意見
を集め意思決定に反映させることを
目的とした制度であるが、現在導入
が進んでいない状態である。

現状においては、パブリックコメン
トそのものが町全体に浸透している
とは言い難い。また町としての統一
的な要綱の制定も課題となる。

パブリックコメント手続に
関する要綱が整備された
後、ホームページを活用し
「道の駅」など重要課題、
町民の関心の高いものにつ
いて広く意見を求めること
ができるシステム構築を検
討する。

３-(2)- 4 各種審議会等の見
直し

総務課
庶務行革係

19

全部で40あまりの審議会等が設置さ
れている。

法令に基づき設置されるもののほ
か、要綱による任意設置のものもあ
り、審議会等の活用について検討が
必要となっている。

平成18年度に報告された
「協働のまちづくり検討部
会」での報告をもとに審議
会等の方針を検討する。

・部会での報告をもとに検討。
他の先進事例を調査。（通年）

町民の意向を反映
した施策の推進。

19

　推進項目：(2) 町民参加システムの確立

３-(1)- 5 出前講座の開催



行動計画 目標効果(額)
№ 実施項目 所管課（係）

PLAN(計画)前年度
評価

現状 問題点 取組方針
Ｈ２０
対応

実施
年度

３-(2)- 5 町民と町長のまち
づくりトークの開
催

総務課
庶務行革係

18

「まちづくり懇談会」は開催されて
いるものの、町民と町長の直接対話
については開催されていない。

町長と町民が直接対話する機会が限
られている。

出前講座の開催とともに、
積極的に開催する。

・要綱の検討（４月から５月）
・要綱の制定（６月）
・周知（７月から８月）
・募集開始（９月）
・随時開催（１０月から３月）

町長と町民が直接
対話による町政へ
の理解。

３-(2)- 6 町民アンケートシ
ステムの構築

企画情報課
企画情報係

20

各種計画策定などにおいて、町民ア
ンケートは行われているが、ホーム
ページを利用したシステムは構築さ
れていない。

町内会を経由しての配付、回収作業
は多大な労力を必要とし、郵送によ
る場合は更に経費が増大する。
町民ニーズを軽易・迅速かつ的確に
捉えるための「町民アンケートシス
テム」は不可欠な要素であるが、例
えホームページを活用したとして
も、新たなシステム構築が必要であ
り、町民全体を対象にする新たな方
策は見出せないのが現状である。

ホームページを活用し「道
の駅」など重要課題、町民
の関心の高いものについて
広く意見を求めることがで
きるシステム構築を検討す
る。

－

３-(2)- 7 町内会等自主活動
の活性化

住民生活課
住民防災係

20 ○

町内会に対して自主活動の調査を行
い、内容について役員会で意見交換
を行っている。

行政に対して求めている点が不明。 町内会等が自発的に活動し
ていくよう支援する。

・町内会が自発的に活動するた
めの支援（通年）

－

３-(2)- 8 住民自治組織によ
る地域づくり

住民生活課
住民防災係

20 ○

町内会長協議会で先進地視察の事例
をまとめ検討した。

１地域の規模が１町内会あたり５０
世帯以上でないと新たな事業の展開
が困難。

住民自らの地域づくりに必
要なものを検討し、町が支
援するものを整備する。

・住民自らの地域づくりに町と
して支援する（通年）

－

３-(2)- 9 自主防災組織の設
置

住民生活課
住民防災係

20 ○

設置予定地区の町内会役員で、自主
防災組織は各町内会単位で設置する
と決定した。

特になし。 ・５月～６月に向けて大枝､
大木戸地区の町内会で組織
設置を行う。
・小坂地区の防災訓練後に
小坂地区町内会で組織設置
を行う。

・大枝、大木戸地区の組織設置
（６月）
・小坂地区の組織設置（１２
月）

－


